
採用をお考えの事業主の皆さまへ

早期再就職支援等助成金（雇入れ支援コース）のご案内
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事業主の経済的事情により離職を余儀なくされた労働者で「再就職援助計画」の対

象となった方または雇用保険の特定受給資格者の方を、早期に雇い入れ、賃金（※）

を雇い入れ前の賃金（※）より５％以上上昇させた事業主に対して助成します。
※ 毎月決まって支払われる賃金をいいます。

「再就職援助計画」
事業規模の縮小など経済的事情で相当数の労働者が離職を余儀なくされる場合、事業主は、労働者に

対する「再就職援助計画」を作成し、ハローワークの認定を受ける必要があります。

「再就職援助計画対象労働者」
再就職援助計画の対象となった方のことを指します。再就職援助計画対象労働者証明書をお持ちです。

「雇用保険の特定受給資格者」

倒産や解雇など、主に会社都合により離職した方のことを指します。

※ 特定受給資格者および特定理由離職者の範囲の概要：

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html

「毎月決まって支払われる賃金」

時間外手当および休日手当を除いた、毎月決まって支払われる基本給および諸手当をいいます（労働

協約、就業規則または労働契約において明示されているものに限ります。）。

より詳しくは、裏面の二次元バーコードからガイドブック p.５をご参照ください。

貴社に雇い入れられる直前の離職の際「再就職援助計画対象労働者（※）」であった方または雇用保

険の特定受給資格者であった方。

※ 再就職援助計画対象労働者は、「再就職援助計画対象労働者証明書」をお持ちですので、採用

応募時や面接時に証明書の有無を確認してください。
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① 「再就職援助計画対象労働者」または「雇用保険の特定受給資格者」を、その離職日の翌日から３

か月以内に、雇用保険被保険者かつ期間の定めのない労働者として雇い入れた事業主。

② 当該労働者を、雇い入れ日から６か月を超えて引き続き雇用している事業主。

③ 当該労働者の雇い入れ後の毎月決まって支払われる賃金を、雇い入れ前の毎月決まって支払わ

れる賃金より５％以上上昇させていること。

※試用期間中の賃金が低く設定されている場合は、試用期間後の労働条件による毎月決まって支
払われる賃金と比較することができます。
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※ 優遇助成は、一定の成長性が認められる事業所の事業主が、対象労働者を雇い入れた場合に

適用されます。

優遇助成 ※通常

40万円30万円

・都道府県労働局・ハローワーク

助成額（対象労働者１人あたり）

申請手続に関する問い合わせ先等

各都道府県労働局の助成金申請窓口

URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/toiawase2.html

ガイドブック

支給要件や様式の記載例など、より詳しい内容をご確認いただけます。

URL： https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001688530.pdf

二次元バーコード →

二次元バーコード →

助成金受給までの流れ
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【支給申請期間】

雇入れ日から起算して６ヶ月を経
過した日（支給基準日）の翌日か
ら２か月以内に申請してください。

２か月

離職日から３か月
以内に雇い入れた
場合が対象です。
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